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　10月まで放映されていた､ＮＨＫ連続テレビ小説｢天うらら｣の人

形教室の授業等で使われた布張り人形は、幸町３丁目に住む川本哲

子さんが制作したものです。

　川本さんは、布張り人形の魅力に取りつかれ、東京都の与勇輝さ

んの教室に通い習得し、趣味として人形作りを始めました。これま

で、東京や宇都宮市などで個展を開催しています。

　人形は、大きさ25cm～60cmとさまざまで、子供や女性を題材に

した作品が多く、１体制作するのに１か月かかるそうです。
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介護サービスを利用するには

どうしたらいいのだろう？

保険料を支払った人は、介護が必要になったときに、だれで

も介護サービスが受けられます。介護保険にはどんなサービ

スがあって、どうすれば利用できるのか。サービスを利用す

るための具体的な流れを見てみましょう。

２

要

○
介
護
が
必
要
か
ど
う
か
を
み
て
も
ら
う
た
め
に
、

本
人
や
家
族
な
ど
が
次
の
窓
口
に
申
請
し
ま
す
。

　
・
自
分
の
住
ん
で
い
る
町
の
福
祉
担
当
窓
口

　
・
申
請
を
代
行
す
る
窓
口

　
「
在
宅
支
援
セ
ン
タ
ー
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

　
　
ン
な
ど
、

　
　
介
護
支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
が
い

　
　
る
事
務
所
な
ら
ば
ど
こ
で
も
大
丈
夫
で
す
。
一

介護認定 つ て な

ま
ず
、
要
介
護
認
定
の

申
請
を
し
ま
す

ん で

介護保険のサービスを利用するには､|介護が必要である」と認められな＜

てはならない。この判定を要介護認定という。

要介護認定は､面接調査の結果と主治医の意見書をもとに､5～6名の専門職

による介語語定番食台で行われる。ここで、よず介護保険の対象となるか

どうかの審査かおり、その対象者がどのくらいの介護を必要としているか

という要介護度の判定がされる。要介護度（6段階）ごとに、介護保険で

利用できる金額が決まる。

■要介護度と1ヶ月当たりの支給限度額の目安

要支援　（虚弱のケース）/6万円

要介護度1（軽度のケース）/14万円～16万円

要介護度2（中度のケース）/17万円～19万円

贅介震度3（重度のケース）μ1万円～27万円

要介護度4（最重度のケーズ）μ3万円

要介震度5（過酷のケース）μ3万円～29万円

介護を必要とする人の身体状況には変化がともなう｡要介護認定は､そのと

きどきの正確な状況を把握するために､原則6ヶ月ごとに再調査が行われる。

また、状態が変わるなどの必要に応じて、両申請（変更申請）ができる。

◆
た
と
え
ば
、
壬
生
さ
ん
の
話

お
じ
い
さ
ん
（
8
0
成
）
と
私
（
7
5
歳
）
の
老
夫
婦
二

人
暮
ら
し
。
と
こ
ろ
が
、
お
じ
い
さ
ん
が
脳
卒
中
で

倒
れ
て
、
病
院
に
入
院
。
３
ヶ
月
の
入
院
後
、
退
院

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
に
は
マ
ヒ
が
残
り
、
ト
イ
レ
や
入
浴
、

着
替
え
な
ど
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
全
面
的
な
介

護
が
必
要
で
す
。
食
事
を
す
る
の
に
も
介
助
か
必
要

で
す
。

ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。
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Ｉ寝たきりや痴呆な､ど介護が必要になったら､介護サービスが受けられます
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65歳以上の人
40歳～64歳の医療保険に加入して

いる人
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●寝たきり・痴呆などで入浴、排せつ、

　食事などの日常の生活動作について

　常に介護が必要な人

●家事や身じたく等の日常生活に支援が

　必要な人

初老期痴呆､脳血管障害など､老化に

ともなう病気によって介護等が必要と

なった人



介護保険についてのお問

い合わせは…

町民生部福祉課高齢福祉

係

　　　　　　　�81-1830

・
一
癖

ﾀﾞ

.…………………………………2000年

y

ヽヽ………………………………
4月スタート

　:ﾉl

介護支援専門員

(ケアマネジヤー)って
どんなことをする人
介護を必要としている人にあった総合的な介護サービ

スの禾』用i十画づくりを担当。利用者や家族の希望を聞

きながら、適切なサーピスヘつなげるという役割を、

本人に代わって行う。

介護保険のサービスに限定されることな＜、ボランテ

ィアや保険対象外のさまざまなサービスを組み合わせ

て、禾」用者の自立を支援する。

介護支援専門曇は保健・医療・福祉の各分野で5年以

上の実務経験があり、筆記試験に合格後、実務研修を

修了した人。

介護施設・訪販看護ステーション・デイサービスセン

ター・在宅介護支援センターなどにいる。

また、「指定居宅介護支援事業者」（ケアプラン作成機

関）と特別養護老人ホームや老人保健施設などの「介

護保険施設」には、介護支援専門員が必ずいる。

参

○
町
の
職
員
あ
る
い
は
町
か
ら
委
託
を
受
け
た
介
護
支
援
専
門

員
が
、
家
庭
訪
問
調
査
に
き
ま
す
。

　
食
事
や
入
浴
な
ど
の
日
常
の
生
活
の
様
子
を
面
接
調
査
し
ま

す
。
○
か
か
り
つ
け
の
医
師
に
、
心
身
の
傷
害
の
原
因
に
な
っ
て
い

る
疾
病
や
負
傷
に
か
ん
す
る
意
見
、
医
学
的
な
管
理
の
必
要
性

な
ど
を
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。

　
　
（
ど
の
医
者
に
頼
ん
で
い
い
か
わ
か
ら
な
い
陽
介
は
、
町
の

福
祉
担
当
課
に
相
談
。
診
断
を
受
け
る
医
師
を
教
え
て
く
れ
る
）

○
面
接
調
査
の
結
果
と
か
か
り
つ
け
の
医
師
の
意
見
書
が
、
介

護
認
定
審
査
会
に
提
出
さ
れ
ま
す
。

介
護
が
必
要
か
ど
う
か
、
ど
れ
く
ら
い

必
要
な
の
か
を
調
べ
に
き
ま
す○

申
請
の
日
か
ら
3
0
日
以
内
に
、
町
か
ら
要
介
護
認
定
の
結
果

が
文
書
で
通
知
さ
れ
ま
す
。

　
要
介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
本
人
や
家
族
で

相
談
し
て
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
あ
る
い
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
選
び

ま
す
。

　
た
だ
し
、
要
支
援
（
虚
弱
の
ケ
ー
ス
）
の
認
定
を
受
け
た
場

合
は
、
在
宅
サ
し
ビ
ス
の
み
利
用
で
き
ま
す
。

◆
た
と
え
ば
壬
生
さ
ん
に
は
、
要
介
護
度
４
の
認
定
の
運
絡
が

き
ま
し
た
。

認
定
の
結
果
が
き
ま
す
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介護認定審査会

は何を審査する

介護認定審査会というのは｡保健・医療・福祉な

ど5～6名の専門職で構成され、介護の審査判定を

合議で行うところ。

ここで次の2つのことが決められる。

　ぐ|〕この人は介護保険の対象になる人かどうか

　ぐ2?そして、どのくらいの介譜が必要か

３
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